
様式第１号－２（第６条関係）

地域まちづくり推進事業実施計画書

１ 事業実施者 団 体 名 愛あい（子どもの居場所）づくり事業実行委員会

２ 事業の名称 愛あい（子どもの居場所）づくり事業

３ 事業の目的

※地域課題など

小学校を始めとする関係団体と連携し，豊岡地域の小学生等を対象に，子どもの

居場所づくり事業を実施することにより，放課後等の居場所を提供し，子ども同士

或いは地域住民との交流を図ることを目的とする。

４ 事 業 内 容

愛宕公民館や地域の民生委員，旭川市社会福祉協議会等と連携し，小学生等の自主

学習を助けるとともに，季節のイベント，参加者が創意工夫することのできる工作や，

体を動かしながら皆で楽しめる軽スポーツのプログラムを提供する。

これまで同様，愛宕小学校，愛宕東小学校の児童に周知を行う。

※事業詳細は，別添 愛あい（子どもの居場所）づくり事業実施要領参照。

１ 実施日時 令和５年４月から令和６年３月までの第２・４水曜日

いずれも 午後２時～午後５時を上限に実施

※参加者にはあらかじめ実施日時について，周知する。

２ 実施場所 愛宕公民館講座室ほか（旭川市豊岡７条９丁目）

５ 事 業 期 間 令和 ５年 ４月 １０日 から 令和 ６年 ３月 ３１日まで
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様式第１号－３（第６条関係）

１　収入の部 （単位：円）

２　支出の部 （単位：円）

　収　支　予　算　書

事業の名称 愛あい（子どもの居場所）づくり事業

団体名 愛あい（子どもの居場所）づくり事業実行委員会

科　目 予算額 収入内訳

補助金 57,000 旭川市地域まちづくり推進事業補助金

合　計 57,000

科　目 予算額
左のうち

補助対象経費
支出内訳

消耗品費 36,000 36,000

除菌用品　手指用，物品用　　　　　　２，５００
軽スポーツ用品購入費　　　　　　　１０，０００
事務消耗品（コピー用紙，色紙等工作材料，紙コップ
等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　２３，５００

賄材料費 1,000 1,000

お茶（麦茶パック）代　　　　　　　　１，０００

保険料 16,000 16,000

ボランティア行事用保険料　　　　　１６，０００

報償費 3,000 3,000

地域ボランティア依頼に係る車代
（マジックショーボランティア　等）
（源泉徴収所得税含む）　　　　　　　３，０００

印刷費 1,000 1,000

コピー使用料　＠１０円×１００枚　　１，０００

合　計 57,000 57,000



愛あい（子どもの居場所）づくり事業実行委員会 会則

(名称）
第１条 本会は，「愛あい（子どもの居場所）づくり事業実行委員会」(以下「委
員会」という。）と称し，事務局は会長宅に置く。「愛あい」は，最初に開設

する愛宕地区の「愛」，「あい」は子ども達が自分を愛し，人と出会い，地域

の人とふれ合い，そんな居場所を創っていきたいとの思いから，命名する。

(目的）
第２条 委員会は，小学校を始めとする関係団体と連携し，豊岡地域の小学生

等を対象に「愛あい（子どもの居場所）づくり事業」を実施することにより，

放課後等の居場所を提供し，子ども同士或いは地域住民との交流を図ること

を目的とする。

(事業）
第３条 委員会は，第２条の目的を達成するため，別に定める要領に基づく「愛

あい（子どもの居場所）づくり事業」を実施する。

(組織）
第４条 委員会は，次に掲げる者で構成する。

（１）豊岡地域内で地域活動等をしている者

（２）豊岡地域内に居住，勤務又は事業活動等をしている者

（３）委員会が特別に認めた者

(役員）
第５条 委員会に会長，副会長，会計，監査の役員を置く。

(役員の職務）
第６条 会長は，委員会を代表し，会務を統括する。

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代理する。

３ 会計は，委員会の会計事務を担当する。

４ 監査は，委員会の会計事務を監査する。

(役員の任期）
第７条 役員の任期は就任した日からその日の属する年度の３月３１日までと

する。ただし，再任を妨げない。

２ 補欠により就任した役員の任期は，前任者の残任期間とする。



(会計年度）
第８条 委員会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日までと

する。

(補足）
第９条 この会則に定めるもののほか，その他必要事項については，会議にお

いてこれを定める。

附 則

１ この会則は、平成２９年１１月１日から施行する。

２ 委員会の初年度の会計年度は、第８条の規定にかかわらず，委員会の設

立日から当該年度の３月３１日までとする。



愛あい（子どもの居場所）づくり事業実施要領

第１条 「愛あい（子どもの居場所）づくり事業」は，豊岡地域の小学生等に

放課後の居場所を提供し，子ども同士或いは地域住民との交流を図ることを

目的とする。

第２条 対象は，豊岡地域の小学生とする。ただし，兄弟・姉妹などの場合は，

一緒に参加できることとする。

第３条 参加する豊岡地域の小学生等は無料で「愛あい（子どもの居場所）」を

利用できるものとする。事業実施に係る費用については，「愛あい（子どもの

居場所）づくり事業実行委員会」が負担する。

第４条 「愛あい（子どもの居場所）づくり事業」では，小学生等は自主学習

を行うとともに，参加委員等はそれを助け，または参加者が創意工夫するこ

とのできる工作等のプログラムを提供する。

第５条 「愛あい（子どもの居場所）づくり事業」に参加する委員は，小学生

等が孤立することのないよう，見守る。

第６条 「愛あい（子どもの居場所）づくり事業」は，愛宕公民館で実施し，

愛宕公民館が主催する開放事業と連携し，実施する。

第７条 毎月第２，４水曜日に実施し，時間は午後２時～午後５時を上限とす

る。

第８条 「愛あい（子どもの居場所）づくり事業」参加小学生等は，事前に保

護者に伝えるとともに，実施会場に設置する参加者名簿に必要事項を記載す

る。

第９条 「愛あい（子どもの居場所）づくり事業」終了時は，参加者全員で後

片付けと清掃を行う。

附 則

この要領は，平成２９年１２月１日から施行する。

附 則

この要領は，平成３０年 ７月１日から施行する。



（敬称略・役員以外五十音順）

役員 所　属　団　体　等

会長 青沼　豊 愛宕地区

副会長 舟根　和昭 東旭川東豊町内会　在住

会計 百嶋　富子 愛宕地区(民生委員）

監査 伊藤　里久 愛宕地区(民生委員）

勝浦　隆子
東旭川地区（民生委員）
（東旭川東豊町内会　在住）

寒河江明美 豊岡地区（民生委員）

佐々木　響子
豊岡まちづくり推進協議会委員（公募委員）
愛宕地区（民生委員）

鈴木　美恵子 愛宕地区(民生委員）

竹中　登子 愛宕地区(民生委員）

中野　恒 愛宕地区

廣瀨　安孝 豊岡地区（民生委員）

堀川　沙織
地域まるごと支援員
（旭川市社会福祉協議会）

愛あい（子どもの居場所）づくり事業実行委員会　名簿

氏　名


